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(57)【要約】
【課題】低温下でも流動性の高い充填材を得る。
【解決手段】セメント質量：１に対して、保水剤として
のベントナイト質量：０．０９６～０．２４、発泡剤と
しての金属粉末質量：０．０００２５～０．００１、流
動化剤としてのリグニンスルホン酸塩質量：０．００２
～０．０１、硬化促進剤としての珪酸ナトリウム質量：
０．０１～０．０１５を混合してなる充填材ａである。
この充填材を耐震継手の２重管構造の管間に充填する。
このとき、保水剤、流動化剤、硬化促進剤及び発泡剤を
それぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックスして
流動化材ａ１を作り、その流動化材と水との混合スラリ
ーａ２を、セメントｓと水ｗとの混合スラリーａ３に投
入し撹拌混合して充填材ａとする。硬化促進剤の混入に
より、充填材の硬化が促進されるため、低温時において
も、硬化遅延が生じ難く、ブリーディングの増加及び体
積減少は発生し難い。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメントと水からなる充填材（ａ）であって、保水剤、流動化剤及び硬化促進剤を混合
したことを特徴とする充填材。
【請求項２】
　上記硬化促進剤として、固体の珪酸ナトリウムを使用したことを特徴とする請求項１に
記載の充填材。
【請求項３】
　上記セメント質量：１に対して、上記珪酸ナトリウムの質量：０．００５～０．０２と
したことを特徴とする請求項２に記載の充填材。
【請求項４】
　上記保水剤がモンモリロナイト及び上記流動化剤がリグニンスルホン酸塩であることを
特徴とする請求項１乃至３の何れか１つに記載の充填材。
【請求項５】
　発泡剤をさらに混合したことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１つに記載の充填材
。
【請求項６】
　上記発泡剤が金属粉末であることを特徴とする請求項５に記載の充填材。
【請求項７】
　請求項６において引用する請求項１において、上記硬化促進剤として珪酸ナトリウムを
、上記保水剤としてモンモリロナイトを、及び上記流動化剤としてリグニンスルホン酸塩
を使用し、上記セメント質量：１に対して、前記モンモリロナイトを主成分とするベント
ナイト質量：０．０９６～０．２４、上記金属粉末質量：０．０００２５～０．００１、
上記リグニンスルホン酸塩質量：０．００２～０．０１、上記珪酸ナトリウム質量：０．
００５～０．０２であることを特徴とする充填材。
【請求項８】
　地中に敷設された鞘管（Ａ）内に管（Ｐ）を順々に挿入してその各管（Ｐ）を管継手で
もって継ぎ合わせて配管（Ｐ´）を形成し、その配管（Ｐ´）と前記鞘管（Ａ）の間に充
填材（ａ）として上記請求項５乃至７の何れか１つに記載の充填材（ａ）を注入管（１０
）を介して充填する充填材の充填方法。
【請求項９】
　上記保水剤、流動化剤及び硬化促進剤、又は保水剤、流動化剤、硬化促進剤及び発泡剤
をそれぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックスして流動化材（ａ１）を作り、その
流動化材（ａ１）と水（ｗ）との混合物（ａ２）をセメント（ｓ）と混合撹拌して上記充
填材（ａ）とすることを特徴とする請求項８に記載の充填材の充填方法。
【請求項１０】
　上記保水剤、流動化剤及び硬化促進剤、又は保水剤、流動化剤、硬化促進剤及び発泡剤
をそれぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックスして流動化材（ａ１）を作り、その
流動化材（ａ１）と水（ｗ）との混合物（ａ２）と、セメント（ｓ）と水（ｗ）との混合
物（ａ３）とを混合撹拌して上記充填材（ａ）とすることを特徴とする請求項８に記載の
充填材の充填方法。
【請求項１１】
　地中に敷設された鞘管（Ａ）内に管（Ｐ）を順々に挿入してその各管（Ｐ）を耐震管継
手でもって継ぎ合わせて配管（Ｐ´）が形成され、その配管（Ｐ´）と前記鞘管（Ａ）の
間に充填材（ａ）として上記請求項５乃至７の何れか１つに記載の充填材（ａ）が充填さ
れている２重管配管構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、上下水道の管路、シールド工法による配管、廃棄管等の空隙及びその他の



(3) JP 2010-18475 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

地殻空隙を充填するために使用する空隙充填材、その充填材の充填方法及びその充填材を
充填した２重管配管構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上下水道、農業用水、工業用水、ガス、電力、通信等の様々な分野で、流体輸送に使用
されるものとして、例えば、ダクタイル鋳鉄管がある。このダクタイル鋳鉄管を用いた管
路の構築は、鞘管としてヒューム管や鋼管を土中に推進埋設し、その鞘管内に鞘管よりも
小さい口径のダクタイル鋳鉄管（新管）を挿入（布設）する鞘管推進工法や、既設管内に
既設管よりも口径の小さいダクタイル鋳鉄管（新管）を挿入（布設）するパイプインパイ
プ工法が採用されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　これらの工法であれば、地面を開削して管を布設する開削工法のように、交通を遮断す
るという問題もなく、また、既に埋設されている管に新管を挿入することになるため、複
雑な管路が構築されていても新管による新管路の構築が可能となる。
【特許文献１】特開２００２－２７６２８４号公報
【０００４】
　このとき、鞘管及び新管が大径のものの場合には、鞘管内に新管を順々に挿入してその
各新管を管継手を介して継ぎ合わせて新配管を形成し（本願図１参照）、その新配管（新
管）と鞘管の間に新管の注入口を介して充填材を充填するものがある（特許文献２参照）
。
【特許文献２】特開平９－１６６２４２号公報
【０００５】
　また、これらの鞘管推進工法やパイプインパイプ工法の他にシールド工法によっても管
路の構築が行われている。この工法では、シールドマシンを使用して地盤に空洞を設けて
セグメントを設置し、その空間に新管を挿入して管路を構築するものである（特許文献３
参照）。
【特許文献３】特開２００３－２９６０８６号公報
【０００６】
　これらの方法により、鞘管等に新管を挿入した後、挿入された新管の固定や保護を目的
として、発進坑や到達坑から鞘管と新管の空隙に砂やセメントミルク、エアモルタルなど
を充填材として充填することが行われている（図１、特許文献４参照）。
【特許文献４】特開昭５９－２３１２８３号公報
【０００７】
　シールド工法においても、セグメントと新管の空隙にエアモルタルなどが同じようにし
て充填される場合があり、セグメントと地山との空隙にも地山落ちや地盤沈下を抑制する
ために裏込剤（充填材）を充填している（特許文献５参照）。
【特許文献５】特開平９－２３５９９６号公報
【０００８】
　上述した方法などにより管路が構築されるが、管路寿命や人口増加などの問題により、
既設管路が不要になったり、その口径が小さくなって使用に耐え無くなったりする場合が
ある。その不要等となった管路について、地面を開削して撤去しようとすると、コストが
かかりすぎるため、そのまま管路を地中に廃棄管として残し、管内にエアモルタル等を充
填する廃棄管充填が行われている。
　これは、地中に管路を放置したままであると、管路部分は地盤に空洞があるのと同じで
あるため、地盤沈下等を誘発する懸念があり、廃棄管内に充填材を充填し中実として、前
記懸念を排除するためである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記の実情の下、充填材の流動性を高めれば、一回の充填長さが長くなることから、そ
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の流動性の向上が望まれ、出願人らは、セメントと水からなる従来周知の充填材において
、保水剤及び流動化剤を混合することによって、流動性の高い充填材を得ることができた
（特許文献６参照）。
【特許文献６】特開２００６－２１９３３号公報
【００１０】
　この充填材は、一般的に、充填材には高い機械的強度は要求されず、特に、鞘管と新管
に充填されるものにおいては、過去では、砂を充填しており、その砂からなる充填層は機
械的強度は低く、それでも、十分に機能を果たしており、高い機械的強度は要求されない
。要は、空隙（間隙）を十分に埋めればよい。との考えに基づくものであり、まず、セメ
ントに対する水の質量比を高めれば、流動性は向上するが、ブリーディングの問題が生じ
るため、保水剤を混入することにより、その流動性向上のために増量した水分を捕捉して
、ブリーディングの問題を解決する。
　一方、保水剤を混入すると、一般的には、流動性が低下するため、流動化剤を混入する
ことにより、セメント、保水剤等を分散させて、流動性を向上させる。また、流動化剤は
、微細な空気を連行しつつ、セメント粒子の分散作用によって単位水量を低減させ、ワー
カビリティーの改善、諸特性の改善・向上を図る。
【００１１】
　さらに、発泡剤を混入することにより、保形性のある空隙層の多い充填層とすることが
でき、固化時の収縮（体積収縮）を極力抑えるとともに、圧縮などの機械的強度が低下す
る。これにより、管継手部が耐震性の構造の場合において、地震の発生による継手の伸縮
が円滑になされる。固化時の収縮を抑えれば、鞘管と新管の間の充填率が向上する。
【００１２】
　この充填材は上記の作用効果によって有効なものとなったが、低温時、例えば、１０℃
以下の場合、硬化遅延のため、ブリーディングの増加及び体積減少が発生する問題が生じ
た。
【００１３】
　この発明は、その低温時でも、ブリーディングの増加及び体積減少が発生しないように
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を達成するために、この発明は、上記特許文献６の技術において、硬化促進剤
を混入することとしたのである。
　この硬化促進剤の混入により、充填材の硬化が促進されるため、低温時においても、硬
化遅延が生じ難く、ブリーディングの増加及び体積減少は発生し難い。
【００１５】
　この発明の構成としては、セメントと水からなる充填材であって、保水剤、流動化剤及
び硬化促進剤を混合した構成を採用できる。
　上記硬化促進剤としては、種々の周知のものを採用できるが、一般的な珪酸ナトリウム
（水ガラス）を使用することができる。
　このとき、その珪酸ナトリウムは固体（粒状、粉末状も含む）のもの、例えば、オルソ
珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウムを採用することが好ましい。珪酸ナトリウムはセメ
ントと水の混合物に混入されると、その混入と同時にゲル化し始め、このゲル化は流動性
を低下させる（流動性を阻害する）。その珪酸ナトリウムのゲル化は、固体の場合に比べ
て液体の場合が速いため、液体の珪酸ナトリウムを混入させた充填材は長い距離を充填で
きないからである（十分な充填長さを確保できない）。
【００１６】
　その硬化促進剤の混入量は、種々の低温時において、硬化遅延が生じ難く、ブリーディ
ングの増加及び体積減少は発生しない程度のものを実験、実施工等によって適宜に決定す
れば良いが、珪酸ナトリウムの場合、例えば、セメント質量：１に対して、珪酸ナトリウ
ムの質量：０．００５～０．０２とする。
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　珪酸ナトリウムの質量：０．００５未満であると、硬化遅延によるブリーディングが発
生し、０．０２を超えると、硬化促進による流動性の悪化となる。
【００１７】
　セメントには、種々の成分のものを採用でき、例えば、安価で入手しやすいことから、
普通ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメント等を採用する。その
フライアッシュセメントは、ＪＩＳ　Ｒ５２１３で定める、セメント：フライアッシュ（
重量比）＝１００：５～１０（Ａ種）、１００：１０～２０（Ｂ種）、１００：２０～３
０（Ｃ種）を言う。
【００１８】
　保水剤としては、保水効果が大きくブリーディング低減作用に優れていることから、モ
ンモリロナイト又はそれを主成分とするベントナイトが望ましい。
【００１９】
　流動化剤としては、リグニンスルホン酸塩、オキシカルボン酸塩、ポリオール誘導体、
ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル誘導体、アルキルアリルスルホン酸塩のホル
マリン縮合物、メラミンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、ポリカルボン酸系高分子化合
物などが挙げられるが、保水剤添加による増粘作用を低減する効果が大きい点を考慮する
と、アルキルアリルスルホン酸塩、メラミンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、リグニン
スルホン酸塩が望ましい。
【００２０】
　発泡剤には、合成界面活性剤系や加水分解タンパク系といった有機系のものと金属系の
ものがあるが、有機系のものは液状であるため、保水剤や流動化剤といった粉末状材料と
のプレミックスが困難であるため、金属粉末状のものが望ましい。具体的には、アルミニ
ウム、バリウム、マグネシウム、亜鉛などの金属粉末を用いることができるが、安価で入
手しやすいことやガスの性質（充填材そのもの、または管に対して腐食などの悪影響を及
ぼさないという意味）などを考慮するとアルミニウム粉末が望ましい。
【００２１】
　ここで、流動化剤と発泡剤の組合せとしては、流動性と硬化性、ブリーディング性のバ
ランスを考慮すると、リグニンスルホン酸塩とアルミニウム粉末の組み合わせが最も望ま
しい。
【００２２】
　それらの混合比率としては、例えば、セメント質量：１に対して、上記モンモリロナイ
トを主成分とするベントナイト質量：０．０９６～０．２４、上記金属粉末質量：０．０
００２５～０．００１、上記リグニンスルホン酸塩質量：０．００２～０．０１、上記珪
酸ナトリウム質量：０．００５～０．０２、好ましくは０．０１～０．０１５等を採用で
きる。
　ベントナイトが規定値：０．０９６より少量であると、膨潤不良、ブリーディングの発
生、体積収縮などの問題が生じ、規定値：０．２４より過剰となると、増粘、流動不良な
どの問題が生じる。リグニンスルホン酸塩が規定値：０．００２より少量であると、流動
不良という問題が生じ、規定値：０．０１より過剰となると、ブリーディングの発生、硬
化遅延という問題が生じる。金属粉末が規定値：０．０００２５より少量であると、上記
ベントナイトと同様の問題があり、規定値：０．００１より過剰となると、過膨張、流動
不良となる問題が生じる。珪酸ナトリウムが規定値：０．００５より少量であると、硬化
遅延によるブリーディングが発生する問題があり、規定値：０．０２より過剰となると、
硬化促進による流動性が悪化する問題が生じる。
　なお、珪酸ナトリウムは、セメントスラリーとの混練と同時にゲル化するため、十分な
混錬性能を持ったプラントでない場合、不均一な充填材となる恐れがあると共に、珪酸ナ
トリウムの強アルカリ性から、現場での作業には危険が伴う。このため、珪酸ナトリウム
の混合量ができるだけ、少ない方が好ましい。
【００２３】
　上記セメントと水の質量比は、充填材の強度、流動化剤の混合量などに基づき、使用目
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的に応じて適宜に設定すれば良く、例えば、１：１．０～１０．０とすることができる。
　ここで、充填材の固化後の圧縮強度は、０．１～２．０Ｎ／ｍｍ２とすることができ、
そのとき、低強度充填材として、固化後の圧縮強度を０．１～１．０Ｎ／ｍｍ２とする場
合は、セメントと水の質量比は１：２．５～１０．０の範囲が望ましい。一方、高強度充
填材として、固化後の圧縮強度を１．０～２．０Ｎ／ｍｍ２とする場合は、同質量比は１
：１．０～２．５未満の範囲が望ましい。
【００２４】
　また、上記金属粉末の発泡時間はかなり長い時間継続するが、発泡による膨張が終わっ
た後に充填材が流動すると、金属粉末から発生した気泡が消滅して、体積収縮が発生する
恐れがある。また、逆に発泡による膨張が終わる前に充填材の硬化が始まると、気泡の分
布が不均一になったり、膨張が不十分となったりするため、体積収縮の恐れがある。この
ように、充填材の配合において発泡速度の制御が非常に重要となる。
　ここで、一般に、金属粉末の粒径が小さい（比表面積が大きい）と、発泡速度が速くな
り、粒径が大きい（比表面積が小さい）と発泡速度が遅くなる。このため、金属粉末の粒
径の範囲を１～５００μｍ、好ましくは８０～２００μｍとすることにより、通常の充填
作業において、充填材の流動が終わってから硬化が始まるまでの間に、その発泡がなされ
るように、発泡速度を制御することが可能となる。
【００２５】
　上記のように、充填材の固化後の圧縮強度は、０．１～２．０Ｎ／ｍｍ２とすることが
できるが、低強度を目的として充填材の構成成分を所定の比率で配合して、固化後の圧縮
強度を、０．１～１．０Ｎ／ｍｍ２とすれば、耐震管継手の２重管配管構造の充填材とし
た場合において、その継手部の伸縮を確実に確保できるものとし得る。また、高強度を目
的として充填材の構成成分を所定の比率で配合し、固化後の圧縮強度を、１．０～２．０
Ｎ／ｍｍ２とすれば、エアモルタル等の従来材と同様に使用することができる。
【００２６】
　これらの充填材は、地中に敷設された鞘管内に管を順々に挿入してその各管を継ぎ合わ
せて配管を形成し、その配管と前記鞘管の間に充填材として使用したり、配管内への充填
材等と上記各種の充填材として使用したりでき、前者の充填材の場合には、新配管と鞘管
の間にその充填材が充填された２重管配管構造となる。
【００２７】
　この充填材の充填方法においては、上記保水剤、流動化剤及び硬化促進剤、又は保水剤
、流動化剤、硬化促進剤及び発泡剤をそれぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックス
して流動化材を作り、その流動化材と水との混合物（スラリー）を、セメントと混合撹拌
して（１．５液混合して）上記充填材としたり、
　上記流動化材と水との混合物（スラリー）と、セメントと水との混合物（スラリー）と
を混合撹拌して（２液混合して）充填材としたりすることができる。
　なお、上記流動化材は、現場で作っても、工場で作って現場に持ち込むようにしても良
い。また、上記各管の継ぎ合わせた２重管配管構造への充填において、その各管の継ぎ合
わせが耐震管継手による場合は、上記流動化材は、保水剤、流動化剤、硬化促進剤及び発
泡剤をプレミックスしたものとする。この発泡剤をプレミックスした流動化材の充填材で
あると、保形性のある空隙層の多い充填層となって、圧縮などの機械的強度が低下するた
め、耐震継手部の伸縮を確実に確保できるからである。
【００２８】
　因みに、ベントナイトはセメント由来のアルカリ分が混入する系でスラリーを作成する
場合、その混練が１液混合であると（特許文献７参照）、ベントナイトがセメントのアル
カリ分の影響を受けて水を取り込まなくなって、膨潤不良を起こす恐れがある。また、仮
に、１回目の混練において膨潤不良を回避できても、通常、プラントは一つであるため、
混練毎にプラントを洗浄しないと、残存するセメントによって新たに投入されるベントナ
イトがそのセメントのアルカリ分の影響を受ける恐れが高い。このため、充填材をプラン
トの洗浄無しに連続して混練する場合には膨潤不良を起こす危険がある。
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　これに対し、上記の１．５液混合や２液混合は、保水剤（ベントナイト）、流動化剤、
発泡剤、珪酸ナトリウムをセメントとは別のプラント（例えば、容器）で混練（撹拌混合
）するため、セメントのアルカリ分の影響を受けずに、保水剤が水を取り込み、その後、
セメントと混練されるため、前記１液混合の場合の不都合はない。このため、充填材をプ
ラントの洗浄無しに連続して混練しても支障はない。
【特許文献７】特開２００６－２１３５８９号公報
【００２９】
　上記充填材は、各種の上下水道の２重管配管構造の管路のみならず、シールド工法によ
る配管、廃棄管等の空隙及びその他の地殻空隙を充填するために、使用し得ることは勿論
である。
【発明の効果】
【００３０】
　この発明は、以上のように、保水剤及び流動化剤を混合することにより、流動性の高い
充填材を得ることができる。このため、長距離の充填が可能となって、作業性を向上させ
ることができる。
　また、発泡剤を混入させれば、充填材の機能を維持したまま機械的強度を低下させ得る
ため、耐震管継手構造において、その継手部の伸縮を確実に確保できる。
　さらに、硬化促進剤を混入したことにより、充填材の硬化が促進されるため、低温にお
いても、硬化遅延が生じ難く、ブリーディングの増加及び体積減少は発生しない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　この実施例は、図１に示すように、農業用水用トンネル水路Ａの更新の例であって、発
進坑Ｓと到達坑Ｒとの間に埋設されている既設管（鞘管）Ａ内にこれよりも口径の小さな
新管Ｐを挿入敷設し、その新管Ｐと鞘管Ａの間に充填材ａを充填するものであり、従来と
同様に、発進坑Ｓには油圧ジャッキＪが設置され、この油圧ジャッキＪの後部は反力受け
Ｈに当接し、前部は押角Ｂを介して新管Ｐを押圧するようになっている。新管Ｐは、その
先端部の挿し口１を先行の新管Ｐの後端部の受口２に挿入することによって順次接合され
、既設管Ａ内に押し込まれて行って新配管Ｐ´を形成する。
【００３２】
　このとき、配管継手部は、ＰII形、Ｓ形、ＮＳ形、ＳII形等の耐震管継手とする。例え
ば、図２に示すように、挿し口１の先端に突起３、受口２の内面に芯出しゴム４を介して
ロックリング５をそれぞれ設け、受口２にシール用ゴム輪６を介在して挿し口１を挿入し
、そのロックリング５と受口内面の奥端部２ａとの間を突起３（挿し口１の先端）を移動
可能として挿し口１の伸縮代Ｌを確保したＮＳ形継手とする。このＮＳ形継手は、引き抜
き力に対しては、挿し口１がその突起３がロックリング５に当接するまで後退し（距離Ｌ

１）、挿し込み力に対しては、挿し口１の先端が奥端部２ａに当接するまで挿し込まれて
（距離Ｌ２）、継手部の破損を防止する（特許文献１参照）。
【００３３】
　鞘管Ａ内への新管Ｐの搬送・接続が一工区（トンネル全長）に亘って完了すれば、従来
と同様にして、鞘管Ａと新管Ｐの間に充填材（グラウト材）aを送り込んで充填する（特
許文献２、７等参照）。
【００３４】
　その充填材aの充填手段は、図３に示すように、保水剤、流動化剤、硬化促進剤及び発
泡剤をそれぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックスして流動化材ａ１を作り、その
流動化材ａ１と水ｗを混練し、つぎに、その混合物（流動化材スラリー）ａ２とセメント
ｓとを混合撹拌（混練）して充填材ａを作り（１．５液混合）、その充填材ａを注入管１
０を介して鞘管Ａと新管Ｐの間に送り込む。図中、１１は圧力計である。
【００３５】
　また、他の充填材aの充填手段は、図４に示すように、保水剤、流動化剤、硬化促進剤
及び発泡剤をそれぞれ粉末状のものとし、それらをプレミックスして流動化材ａ１を作り
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の混合物（セメントスラリ－）ａ３とを、スタティックミキサ１２等のミキサに送り込ん
で混合撹拌して充填材ａとし（２液混合）、その充填材ａを注入管１０を介して鞘管Ａと
新管Ｐの間に送り込む。
【００３６】
　このとき、上記充填材ａの組成としては、セメント質量：１に対して、粉末状珪酸ナト
リウムの質量：０．００５～０．０２、モンモリロナイトを主成分とする粉末状ベントナ
イト質量：０．０９６～０．２４、金属粉末質量：０．０００２５～０．００１、粉末状
リグニンスルホン酸塩質量：０．００２～０．０１の混合割合のものとする。
　この範囲内の各配合割合によって、この実施例の鞘管Ａと新管Ｐの間に充填材aを送り
込んだ際の「コンシステンシー（流動性）」、「ブリーディング」、「体積変化」の試験
結果を下記表１に、その評価基準を下記表２にそれぞれ示す。表１において、「△」は、
場合によっては、使用可能であったり、使用できなかったり、の意であって、使用条件等
により、適宜に選択すれば、使用できることである。特に、コンシステンシー（流動性）
については、混練直後の流動性さえよければ（○であれば）、使用し得る。試験時の温度
は３℃であった。
【００３７】
【表１】

【００３８】
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【表２】

【００３９】
　この試験結果から、本願に係る発明の充填材ａは、流動性（コンシステンシー）、ブリ
ーディングの有無、体積収縮率（体積変化率）等において、十分に満足いけるものである
ことが確認できる。
　また、この実施例１～４では、スラリー状充填材ａの膨潤不良が生じず、このプラント
の洗浄を行う必要はなかった。さらに、珪酸ナトリウム（水ガラス）も、セメント質量：
１に対して、０．００５～０．０２質量と少ないため、水ガラスの強アルカリ性に基づく
危険性も少なく、水ガラスの急速なゲル化による充填材ａの成分不均一も生じなかった。
【００４０】
　上記実施例では、農業用水用トンネル水路Ａの更新の場合であったが、この発明は、そ
の農業用水用トンネル水路Ａの更新に限らず、上下水管などの既設管を更新すべく、その
既設管を鞘管としてその中に新管を順々に挿入して新配管を形成する等の既設管更新工法
やパイプインパイプ工法のみならず、既設の水路にパイプを施設するパイプイン水路工法
、さらに、地中にガス導管などの配管を設置する際、その導管の防食被覆の損傷防止や敷
設後の配管保護のために、その導管の外側に鞘管を設ける工法などにおいても採用できる
ことは言うまでもない。
　そのとき、トンネル等の両端に開口部がある管路ではなく、水道管などの開口部がない
管路では、例えば、竪坑を形成し、その竪坑にその新管Ｐ、各種の機材等を搬入して、新
管Ｐの挿入・充填材ａの充填を行う。
【００４１】
　また、鞘管推進工法及びパイプインパイプ工法における耐震２重管配管構造での使用に
限らず、耐震以外の２重管配管構造のみならず、シールド工法による配管、廃棄管等の空
隙及びその他の地殻空隙を充填するために、この実施例の充填材ａは使用し得ることは言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】パイプインパイプ工法の説明図
【図２】ＮＳ形継手の断面図
【図３】同実施例の一作用説明図
【図４】同実施例の他の作用説明図
【符号の説明】
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【００４３】
Ａ　鞘管
Ｐ´　新配管
Ｐ　新管
ａ　充填材（グラウト材）
ａ１　保水剤等をプレミックスした流動化材
ａ２　流動化材ａ１と水の混合物（流動化材スラリー）
ａ３　セメントと水の混合物（セメントスラリー）
ｓ　セメント
ｗ　水
１０　注入管（ホース）
１２　スタティックミキサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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